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第 5 章　　トンネル工
※土木工事標準積算基準〔Ⅲ〕についても参照のこと。
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２) 材料の諸雑費 

諸雑費は，金網工における金網（JIS－Ｇ－3551（溶接金網）150×150×φ５，2.13 ㎏／㎡），ラップ

ロス，止め金具等の費用，瞬発雷管，鋼製支保工におけるＨ形鋼（Ｒ止まり），継手板・底版，及びボル

ト・ナット，継材，さや管，加工費（溶接・穴開け）等の費用であり，掘削等作業における材料費の合

計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。 

 

表４．16 （掘削等）諸雑費（その他材料）  「通常断面」    

（％／（トンネル延長）1ⅿ当り） 

岩区分 
設計掘削断面積（㎡） 摘

要    50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 

ＣⅠ    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
ＣⅡ 

設計掘削断面積（㎡） 

   50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 

   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ＤⅠ 

上半 

設計掘削断面積（㎡） 

必
要
な
断
面
積
を
上
下
半
各
々
に
計
上
す
る。 

     40 45 50 55 60 65 70 75 

     9 9 9 10 10 10 10 10 

下半 

設計掘削断面積（㎡） 

       10 15 20 25 30 35 

       12 12 11 10 10 9 

ＤⅡ 

上半 

設計掘削断面積（㎡） 

     40 45 50 55 60 65 70 75 

     8 8 8 8 9 9 9 9 

下半 

設計掘削断面積（㎡） 

       10 15 20 25 30 35 

       19 16 14 12 11 10 

ＤⅢ 

上半 

設計掘削断面積（㎡） 

     40 45 50 55 60 65 70 75 

     6 6 6 6 6 6 5 5 

下半 

設計掘削断面積（㎡） 

       10 15 20 25 30 35 

       15 14 13 12 11 10 

 

表４．17 （掘削等）諸雑費（その他材料）  「大断面」    

（％／（トンネル延長）1ⅿ当り） 

岩区分 
設計掘削断面積（㎡） 摘

要 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 

ＣⅠ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
ＣⅡ 

設計掘削断面積（㎡） 

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ＤⅠ 

上半 

設計掘削断面積（㎡） 

必
要
な
断
面
積
を
上
下
半
各
々
に
計
上
す
る。 

  60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 

  8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 

下半 

設計掘削断面積（㎡） 

    10 15 20 25 30 35 40 45 50 

    13 10 9 8 8 7 7 6 6 

ＤⅡ 

上半 

設計掘削断面積（㎡） 

  60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 

  7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 

下半 

設計掘削断面積（㎡） 

    10 15 20 25 30 35 40 45 50 

    18 12 11 9 9 7 7 6 6 

ＤⅢ 

上半 

設計掘削断面積（㎡） 

  60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 

  6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

下半 

設計掘削断面積（㎡） 

    10 15 20 25 30 35 40 45 50 

    16 12 11 10 10 8 8 7 7 
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 (７) コンクリートの打設 

型枠工及びコンクリート工における１打設長は，スライドセントルの延長を標準とする。また，

１打設長の所要日数は，２日を標準とする。 

 

４－６ 非常駐車帯 

非常駐車帯と本坑接続部の妻部の型枠工（無筋構造物）については，第Ⅱ編第４章②型枠工に

よる。また，非常駐車帯と本坑接続部の妻部の足場工（無筋構造物）を別途計上する。 

支保工の切断等による補強鋼材は，スクラップ控除する。 

なお，職種はトンネル職種に読替えるものとする。 

 

図４．２ 非常駐車帯の足場及び妻部型枠 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－７ スライドセントル等損料 

（１）スライドセントル（本坑用）損料 

スライドセントル（本坑用）は，スチールフォーム【五心円（上半三心）】のＬ＝10.5m を標準とし，損

料は以下の式により算出する。スライドセントル（本坑用）損料対象長（ｍ）で除して，ｍ当り単価を

計上する。 

 

Ｐ１ ＝ 3,676,000 × Ａ + 32,522,000  ……式４．１ 

ただし，Ｐ１：スライドセントル（本坑用 Ｌ＝10.5m）損料（円/基） 

Ａ：上半周長（ｍ） 

 

なお，スライドセントル（本坑用）は，以下の装備を標準とする。機関出力は 16.8ｋＷ程度とする。 

〔鋼材費（ボルト・雑費含む），工場加工費，消耗費，塗装費（錆止め塗装），工場仮組立調整費，電源

システム（受電盤，配電盤，制御盤等），ジャーナルジャッキ，ターンバックル，チェーンブロック，自

走装置（自走用制御盤含む），従動台車（車輪等），打設口，検査窓加工費，妻板止金具，ラップアング

ル，打継構成目地材（妻側・ラップ側），検測ピン，逸走防止材，土台用レール及び鋼矢板，横送り装置

（電動又は油圧），配管切替装置（機内配管含む），自動ケレン装置〕 

 

（２）スライドセントル（非常駐車帯用）損料 

スライドセントル（非常駐車帯用）は，メタルフォーム【五心円（上半三心）】のＬ＝6.0m を標準とし，

損料は以下の式により算出する。スライドセントル（非常駐車帯用）損料対象長（ｍ）で除して，ｍ当

り単価を計上する。 

 

Ｐ２ ＝ 1,460,000 × Ａ + 29,865,000  ……式４．２ 

ただし，Ｐ２：スライドセントル（非常駐車帯用 Ｌ＝6.0m）損料（円/基） 

Ａ：上半周長（ｍ） 

 

なお，スライドセントル（非常駐車帯用）は，以下の装備を標準とする。機関出力は 9.7ｋＷ程度とする。 

〔鋼材費（ボルト・雑費含む），工場加工費，消耗費，塗装費（錆止め塗装），工場仮組立調整費，電源シ

ステム（受電盤，配電盤，制御盤等），ジャーナルジャッキ，ターンバックル，チェーンブロック，自走

装置（自走用制御盤含む），従動台車（車輪等），打設口，検査窓加工費，妻板止金具，ラップアングル，
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打継構成目地材（妻側・ラップ側），検測ピン，逸走防止材，外枠類（パネル等），土台用レール及び鋼矢

板，横送り装置（手動），配管切替装置（機内配管含む）〕 

 

（３）防水工作業台車損料 

防水工作業台車は，延長Ｌ＝6.0m を標準とし，損料は以下の式により算出する。防水工作業台車損料対

象長（ｍ）で除して，ｍ当り単価を計上する。 

 

Ｐ３ ＝ 577,000 × Ａ + 1,835,000  ……式４．３ 

ただし，Ｐ３：防水工作業台車（本坑及び非常駐車帯兼用 Ｌ＝6.0m）損料（円/基） 

Ａ：上半周長（ｍ） 

 

なお，防水工作業台車の機関出力は 4.0ｋＷ程度とする。 

 

  ［参考図］ 

上半周長（ｍ）＝２×｛（２×π×Ｒ１×θ１÷３６０）＋（２×π×Ｒ２×θ２÷３６０）｝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－８ 工事用仮設備 

工事用仮設備については，「第Ⅳ編第 5章トンネル工①－1トンネル工（ＮＡＴＭ）［発破工法］ 

４．施工歩掛４－８工事用仮設備」による 
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　運搬除雪においては，積込機械１台に対して，積込補助作業員として３人を計上する。なお，状況に応じ

て員数を適宜増減させてもよい。また，除雪機械の誘導等の交通管理を行う場合、交通誘導警備員を必要に

応じて別途計上する。
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